
No. 該当ページ 御意見の要旨 県の考え方・素案への反映状況等

1 4，12

地域移行は、障がい種によっては、大変重要であるが、高次脳機能障がいにつ
いてはそれ以前の問題がある。高次脳機能障がい者、特に、社会的行動障が
いが著しい方は、県内で入所できる施設が極めて少ない。未成年ではほとんど
皆無に近い。また、高次脳機能障がいの解消を目指した適切なリハビリを受け
ることができる入所施設の情報はほとんど無い。そこで、「社会的適応が難しい
方も含め、高次脳機能障がい者の入所できる福祉施設を県の主導で確保す
る」と記載してほしい。

地域移行は、あらゆる障がい種別の方にとって、大変重要な課題だと認識して
おります。本項目は、県内の全障害者支援施設に調査を行い、高次脳機能障
がいの方の入所状況を把握した上で、高次脳機能障がいの方も含めたあらゆる
障がい種別の方が地域移行を進めていけるよう取り組み目標を定めました。
いただいた御意見につきましては、情報発信の方法について検討する際の参考
にさせていただきます。

2 4，12 「若年者特に未成年の高次脳機能障がい者が入所できる施設を県の主導で
確保する」と記載してほしい。

同上

3 4，12

「高次脳機能障がい者の入所できた福祉施設で、症状に応じた適切なリハビリ
が受けられる体制を県の主導で確保する」と記載してほしい。

高次脳機能障がいを含め、施設入所支援を利用することになった多くの障がい
者が昼間に利用する「生活介護」サービスでは、令和5年3月末現在で県内21
箇所の事業所において理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士等が利用
者ごとにリハビリテーション計画を立て、リハビリを行っています。高次脳機能障が
いの症状や特性に応じた対応の理解促進については、48ページ6(1)③に掲げ
た目標の達成に向けて取り組んでまいります。

4 6

高次脳機能障がいは「精神障がいの一種」と手帳等の制度上では整理されて
いる。そこで、「精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築について、
精神障がいの一種である高次脳機能障がい者も、地域の一員として安心して
自分らしく暮らすことができるよう、保健・医療・福祉等による支援体制の構築
に努めます。」と明記してほしい。

県では、高次脳機能障がいも多様な精神疾患の一つと認識し、精神障がいに
も対応した地域包括ケアシステムの構築を推進しております。今回は、高次脳
機能障がいも含め、精神障がい全てを対象として記載させていただいていること
から、原案どおりとさせていただきます。

5 11

⑦特別支援教育における取組の推進について、「特別な教育的支援が必要
な子どもの将来の自立と参加に向けて」とあるが、現実、「職業教育」を多く感
じ、一般的な学びがどのくらい行われているか疑問に思っていたので、「基本的な
学びの上に」というような言葉を入れてほしい。

⑦については、「福祉施設から一般就労への移行を推進するための取組方法」
として、職業教育を中心とした記述をさせていただいています。特別な教育的支
援を必要とする子どもの自立と参加に向けた取組については、「宮崎県障がい者
計画」に定め、今後も関係部局と連携し、取り組んでまいります。

6 11

県内で、専門的知見を有して高次脳機能障がい者の就労支援や就労定着
支援を行えている就労系サービス（就労移行支援事業、就労継続支援事
業）はごく限られている。「障がい者福祉施設における就労系サービスの充実
の一貫として、高次脳機能障がい者へは、障害特性に応じ専門的に就労への
リハビリテーションを行いながら、必要な訓練、企業における実習、職場開拓、
職場定着のための支援などを実施します。また、高次脳機能障がい者の障害
特性に応じた就労定着支援事業の整備により、就労に伴う環境の変化による
生活面の課題を解決するための支援を実施します。」という文言を計画に入れ
てほしい。

就労継続支援事業、就労移行支援事業、就労定着支援事業等のいわゆる
就労系サービスについては、各事業所の生産活動の内容が多岐にわたり、多種
多様な専門人材が、生活支援及び職業指導にあたっています。県としても、高
次脳機能障がいをはじめとする様々な障がいや疾病に関する専門的知見を有
する福祉人材を、就労系サービスに配置することは、多様な状態像の方々の多
様な働き方を実現させる上で、大切なことと認識しています。そのため、高次脳
機能障がいにつきましては、48ページ6(1)③に掲げた目標の達成に向けて取り
組んでまいります。

「第７期宮崎県障がい福祉計画（第３期宮崎県障がい児福祉計画）（素案）」に係る修正について
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7 15

全国高次脳機能障害支援拠点（令和5年4月1日現在国 47 都道府
県:121か所）における令和4年度相談支援件数は（直接相談:52,671件
で間接相談:36,184件）合計88,855件である。これを本県の人口比（１
／１００）で考えると、本県でも年間に約９００件程度相談があることが全
国データから予測されるが、実際の本県の２支援拠点相談数は令和４年度
延べ２７９件で、きわめて少ない。ある研修会で、全国の相談件数は、かって
は年間十万件を超えていたが、全国的には市町村や民間での相談支援が進
んだため、現在減少したと説明があったが、本県では市町村や民間で相談の充
実が進んでいるような状況は見えない。物理的な相談体制の強化や、相談の
専門性の確保は本県では急務である。「高次脳機能障がいの相談支援体制
の充実・強化を図るために、相談にあたる高次脳機能障がい支援コーデーネー
ターに、高次脳機能障がいの臨床経験が豊富で県内の専門職に指導ができ
る専門家を任用するとともに、現在の支援拠点への配置に加え、各保健所に
もそれぞれ高次脳機能障がい支援コーデーネーターを配置し、県民が相談しや
すい体制強化を図ります。」と記載してほしい。

高次脳機能障がい支援コーディネーターについては、以下のとおり48ページに追
記し、支援力の向上に取り組んでまいります。
【修正前】ｐ.48　下から6行目
「さらに、医療関係者、福祉事業者、行政職員、当事者やその家族等に対し
て、 高次脳機能障がいの支援手法等に関する研修を実施し、関係者の支援
力の向上を図ります（研修事業）。」
【修正後】
「さらに、各種研修会を通じて高次脳機能障がい支援コーディネーターのスキル
アップを図るとともに、医療関係者、福祉事業者、行政職員、当事者やその家
族等に対して、 高次脳機能障がいの支援手法等に関する研修を実施し、関
係者の支援力の向上を図ります（研修事業）。」
また、各保健所での相談支援体制については、48ページ・《取組方法等》5行
目「県内保健所とも協力しながら、相談支援に取り組」む旨記載しており、より
よい相談支援体制の構築に取り組んでまいります。

8 15

「高次脳機能障がいの相談支援体制の充実・強化を図るために、地域におけ
る相談支援の中核機関である基幹相談支援センターが、高次脳機能障がい
にも対応できるよう、その相談員の専門性を高める高次脳機能障がい専門研
修のプログラム開発とその研修の実施を県主導で計画的に行います。」と記載
してほしい。

基幹相談支援センターの専門性向上については、48ページに記載のとおり、基
幹相談支援センターの職員にも「福祉事業者」として「高次脳機能障がいの支
援手法等に関する研修」に参加いただくことで、専門性・支援力の向上を図って
まいります。
御意見の内容は基幹相談支援センターの機能強化に向けた検討を行う際の
参考にさせていただきます。

9 15
「専門的な対応ができる基幹相談支援センター名やその実績等を県がＨＰ等
で公表します。」と記載してほしい。

基幹相談支援センターは市町村が設置するものとなっていますので、いただいた
御意見については、各市町村・基幹相談支援センターの状況を踏まえながら、
相談支援体制の充実に向けた検討を行う際の参考にさせていただきます。

10 47

発達支援センターの利用見込数の1,000人とは、最高受け入れ人数か。 ３か所ある発達障害者支援センターでの相談対応が可能な人数を数値目標
としています。発達障がいに関する相談対応については、発達障害者支援セン
ターだけでなく、市町村等各地域で適切な対応ができるよう、体制構築に努め
てまいります。

11 48

新聞やテレビの報道、ポスター等で以前より高次脳機能障がいについて理解啓
発が進められているが、まだまだ他の障がいに比べて理解度が低いと感じる。今
後も理解促進に引き続き取り組んでほしい。

高次脳機能障がいの普及・啓発については、48ページ・下から9行目から記載
のとおり、引き続き、講演・シンポジウムの開催・協力、出前講座、ポスター・リー
フレット配布など様々な媒体を活用した普及・啓発活動に取り組んでまいりま
す。

12 48

国から制限された回復リハビリ期間が終了後退院してもまだまだリハビリは必要
である。高次脳機能障がいを理解している医療機関を中心に、リハビリ、相談
（カウンセラー）社会復帰まで支援していただける障がい者リハビリセンターを
設置してほしい。

御意見の内容は、今後の支援体制の検討を行う際の参考にさせていただきま
す。貴重な御意見ありがとうございました。
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13 48

相談件数の目標値が低すぎる。高次脳機能障がい及びその関連障がいに関
する支援普及事業の数値目標を6年度９００件、7年度１０００件、8年
度１１００件としてほしい。

相談件数の数値目標については、これまでの相談支援実績と増加率を踏まえ
設定しておりましたが、今後の相談支援体制の連携強化による見込みも踏ま
え、以下のとおり修正いたします。
【修正前】相談件数（延べ件数）
６年度（2025 年3 月末）・・・300 件
７年度（2026 年3 月末）・・・330 件
８年度（2027 年3 月末）・・・360 件
【修正後】相談件数（延べ件数）
６年度（2025 年3 月末）・・・330 件
７年度（2026 年3 月末）・・・360 件
８年度（2027 年3 月末）・・・400 件

14 48

高次脳機能障がいの県民への理解について、宮崎市が昨年度計画策定の前
に市民への障がい理解の意識調査をしているが、その時の市民の障がい理解
（十分理解・配慮できている＋まあまあ理解できていると答えた市民の割合）
は、高次脳機能障がいが２８．２であるものの、身体障がいは６７．２％
知的障がいは５４．０％　である。高次脳機能障がい以外で、低い障がい
種「難病」でも、３５．８％　精神障がいは、４１．３％である。高次脳機
能障がいの県民への理解を、身体障がいなみにしなければ、本計画の理念で
ある「障がいのあるなしによって分け隔てられることなく、地域でともに生きる社会
づくり」へは、つながらないのではないか。県民への理解の浸透を県は強力に推
進する立場にあるのではないのか。高次脳機能障がいの県民への理解度を6
年度　４０％　7年度　５０％　8年度　６０％　としてほしい。

高次脳機能障がいへの県民の理解度の数値目標については、今後の普及・啓
発による見込みも踏まえ、以下のとおり修正いたします。
【修正前】相談件数（延べ件数）
６年度（2025 年3 月末）・・・30 ％
７年度（2026 年3 月末）・・・32 ％
８年度（2027 年3 月末）・・・34 ％
【修正後】相談件数（延べ件数）
６年度（2025 年3 月末）・・・32 ％
７年度（2026 年3 月末）・・・34 ％
８年度（2027 年3 月末）・・・36 ％
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「第６期宮崎県障がい福祉計画」では、支援協力医療機関数が目標値とし
て示されていたが、今回はなぜ削除されたのであろうか。計画が後退した印象を
受けた。
高次脳機能障がいについては、急性期の医療機関等での医療に加え、3段階
のリハビリテーションが必要である。急性期から回復期のリハビリテーションや、社
会適応のリハビリテーション、さらには就労や就学のためのリハビリテーションの3
段階である。
高次脳機能障がいは脳損傷を受けた後、急性期の治療が終わると医療機関
では退院せざるえなくなり、多くの方は、本県では、その後、自宅やごく一部方は
施設で過ごしているようだ。問題は急性期病院から、退院した後、どのように生
きていけば良いのか、家族や施設職員はどのように対応していけば良いのかとい
うことだ。適切なリハビリテーションが受けられないと、高次脳機能障がいの脳損
傷の本人が、改善しようという自覚が少ない場合も多く、分かりやすくいえば、た
だボーっとしているだけの方が増えると思う。適切なリハビリテーションが受けられ
ないと、職場復帰したとしても、復帰した職場でも、できない事が多々あり、退
職となり生活費も困窮し途方に暮れると思う。一人暮らしの方や親戚などいな
い方は汚部屋になったり、犯罪に巻き込まれたり…。そんな事例を多く見てき
た。今宮崎県で必要なのは、医療機関と一体になって3段階のリハビリテーショ
ンができるセンターのような医療一体型施設である。高次脳機能障がいの症状
にあった必要な診断がされ、回復への筋道だった相談やリハビリテーションができ
る・個人に合った、リハビリをして就労まで取り付け医療一体型施設である。前
計画には支援協力医療機関の目標値等があったが、さらに充実した計画とす
るために、今計画でも、高次脳機能障がいの診断やリハビリが可能な支援協力
医療機関等の質と数を明確に目標値として記載して欲しい。その際、医療機
関ごとに「医療と一体になって3段階のリハビリテーションができるか」までを含め、
その区分が明確に分かるようにして、数値目標を年次ごとに示して欲しい。
具体的
6年度２５医療機関（うち３リハビリのできる医療機関５医療機関）
7年度２６医療機関（うち３リハビリのできる医療機関６医療機関）
8年度２７医療機関（うち３リハビリのできる医療機関７医療機関）
とする。

4815

前計画の支援協力医療機関数の数値目標については、目標数を達成したた
め、本計画から削除いたしました。当該項目における数値目標は、地域生活支
援事業における高次脳機能障がい及びその関連障がいに対する支援普及事
業（相談支援事業等、普及・啓発事業、研修事業）に関連する事項につい
て数値目標を設定しており、また、医療機関数等に係る数値目標については、
医療機関の事情等により増減する要因が大きいため、本計画では設定しており
ません。
いただいた御意見については、「第５次障がい者計画（素案）」の57ページ・
下から4行目「高次脳機能障がい等のリハビリテーションによる機能の維持、回
復が期待される障がいについては、適切な評価、病院から地域等への一貫した
リハビリテーションの確保を図」る旨記載しており、医療機関と連携しながらリハビ
リテーション支援体制の整備に取り組んでまいります。
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16 48

研修会の実施回数は、高度なスキルを有する専門家の養成をも意図して行う
べきで、現在の素案にあるものはそのまま残し、それに加える形で、必要な専門
家を養成する計画を年度毎に計画に記入して欲しい。イメージは「Ｐ４９　④
医療的ケア児等コーディネーター養成研修事業 」のようなイメージで次のように
整理する。
高次脳機能障がい相談支援事業所専門相談員養成研修養成人数
6年度　8名　7年度　１６名　8年度　24名　とする。
　※　このことは「Ｐ５８　国の基本指針」とも合致すると考える。
高次脳機能障がい就労支援事業所専門支援員養成研修養成人数
6年度　8名　7年度　１６名　8年度　24名　とする。

高次脳機能障がいの研修事業については、「高次脳機能障がいの支援手法等
に関する研修を実施し、関係者の支援力の向上を図」る旨記載しており、その
中で高次脳機能障がいの支援者養成に取り組んでおりますが、御意見を受け、
以下のとおり追記いたします。
【修正前】ｐ.48　下から6行目
「医療関係者、福祉事業者、行政職員、当事者やその家族等に対して、 高
次脳機能障がいの支援手法等に関する研修を実施し、関係者の支援力の向
上を図ります（研修事業）。」
【修正後】
「医療関係者、福祉事業者、行政職員、当事者やその家族等に対して、 高
次脳機能障がいの支援手法等に関する研修を実施し、関係者の支援力の向
上を図ります。特に、高次脳機能障がいの障がい特性に応じた支援者養成研
修の整備に向けて取り組みます（研修事業）。」

その他の御意見の内容は、今後の研修等の在り方を検討する際の参考にさせ
ていただきます。

17 48

本県において、高次脳機能障がいの支援は課題が山積しているのに関わらず、
その推進の重要な役割を果たす「宮崎県高次脳機能障がい支援連絡会議」
は令和2年度から令和４年度まで開催されていない。また、令和5年度の開
催でも、課題解決の中心となる支援協力医療機関の出席は半数程度であ
り、本県の関係機関は連携が取れている状態とはかけ離れている。今回のこの
項目に「支援の遅れている高次脳機能障がいの支援の強化を図るために、関
係機関の連絡会議である「宮崎県高次脳機能障がい支援連絡会議」の機能
強化を図ります。」と記載し、「宮崎県高次脳機能障がい支援連絡会議」に関
する数値目標として、開催回数、委員の出席率、支援協力医療機関出席率
を記載してほしい。

宮崎県高次脳機能障がい支援連絡会議については、以下のとおり48ページに
追記し、関係機関との連携強化に取り組んでまいります。
【修正前】ｐ.48　下から3行目～
「関係機関との連携確保等について継続的に取り組むとともに」
【修正後】
「関係機関との連絡会議である「宮崎県高次脳機能障がい支援連絡会議」を
通じた連携確保・強化等について継続的に取り組むとともに」

また、当該項目における数値目標は、地域生活支援事業における高次脳機能
障がい及びその関連障がいに対する支援普及事業（相談支援事業等、普
及・啓発事業、研修事業）に関連する事項について数値目標を設定しており、
当該会議の開催回数や出席率は設定しておりません。
いただいた御意見については、今後の当該会議の在り方なども含め、支援体制
の確立に向けて取り組んでまいります。
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（3）専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業③失語症者向け意
思疎通支援者派遣事業について、「必要となる派遣体制の整備に努めま
す。」とあるのは、今回の改正では、実際の派遣まで体制が整わないということ
か。

都道府県（指定都市、中核市含む）の行う失語症者向け意思疎通支援者
の派遣事業（専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業）について
は、事業の実施根拠となる障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業に
おいて、原則、市町村の行う意思疎通支援者の派遣事業では対応困難な専
門性や緊急性の高い場合等に派遣を行うものとされております。
そのため、県が行う当該派遣事業については、各市町村の派遣事業の実施状
況や意向、実情等を十分踏まえた上で派遣体制を構築していく必要があると考
えておりますので、計画策定段階の方向性としては、体制整備に努めるものとし
ております。
なお、現在、他県における当該派遣事業の実施状況や県内各市町村の意
向、実情等について、情報収集及び実態把握を進めているところですので、可
能な限り計画期間内での派遣体制の構築が実現されるよう、市町村及び関係
機関とも連携しながら体制整備に向けて取り組んでまいります。

19 －

この計画素案に対しても、各障がい者団体に丁寧に聞き取りをすべきではない
か。国の方針に基づく計画であっても、この計画は県の計画で有り、県民に広く
丁寧に意見を聞くべきだ。このことは、 「第６期 　宮崎県障がい福祉計画」策
定時にも意見として提言したことで有り、実現していないことは残念である。

御意見のとおり、本計画は国の基本指針に則って策定するものでありますが、本
県の実情に合わせたものとするため、策定項目に応じて、予め指定障害福祉
サービス事業所及び全市町村から御意見を伺うとともに、県施策推進協議会に
て様々な団体の皆様の御意見をいただいたところです。いただいた御意見につい
ては、今後の参考とさせていただきます。
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